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県の回答（対応状況等）

令和２年１１月２６日

（ご意見標題） 北部やんばるへの図書館設置について

（課長名） 県教育庁生涯学習振興課長

（ご意見要約）

大宜味から借りたいもの、調べたいものがあり来館したが、データ

ベースや検索機が使用できず、何もできなかった。

国頭郡から那覇までは遠く、気軽に行くことができない。是非、

北部に県立図書館を設置して欲しい。

(回 答）

いつも県立図書館をご利用いただきありがとうございます。

この度は図書館システムの臨時メンテナンスの為、利用に際してご不便

をおかけして誠に申し訳ありませんでした。

県立図書館は県内全域を対象としてサービスを行っております。しかし

ながら、立地上、特に離島や本島北部地域にお住まいの皆様については、

気軽に来館しづらい状況にあることは承知しております。

サービスの中には、お住まいの地域に居ながら利用できるものも提供し

ております。例えば、図書については、市町村教育委員会（公民館図書室

等）を通して借りることができる「協力貸出」、また、レファレンスにつ

いては、電話・ファックス・郵便やホームページでの受付けなど、その他

にも多数行っております。詳しい内容等については、県立図書館にお問い

合わせください。

今後も、すべての県民に等しく当館の資料やサービスを利用できる環境

作りに努めて参ります。是非、ご活用いただきますようよろしくお願いし

ます。


